
育児代替会計年度任用職員 

 

▼受付期間 令和６年２月29日（木）まで 

▼申込＝履歴書・自己ＰＲ文（Ａ４の用紙で１枚程度・様式は任意）を事前に電話 

連絡の上、持参又は郵送で、民生局福祉こども部障害福祉課へ 

（送付先 〒238-8550 

横須賀市小川町１１番地 

民生局福祉こども部障害福祉課 給付係 

▼面接日＝令和６年３月８日（金）（予定） 

▼面接会場＝横須賀市消防局庁舎３階 消防第３会議室 

＊横須賀市小川町 11 番地（京浜急行横須賀中央駅から徒歩７分） 
業務内容等の詳細につきましては、障害福祉課までお問い合わせください。 

電話 046-822-9488 

 

勤務条件等 

■就業場所 
障害福祉課 

（横須賀市小川町11番地 市役所分館１階） 

■仕事の内容 ・窓口・電話応対を含む障害福祉に関する一般事務 

■必要資格等  

■募集人員 １名 

■月額給与 
195,030円 

他に市の規定により交通費が支給されます。（上限 55,000円／月） 

■任用期間 

令和６年４月１日から令和７年３月31日（育休取得状況による） 

※育休取得期間（令和７年４月30日まで）の任用予定 

＊健康診断の受診日等によって任用開始が遅れる場合があります。 

■勤務日数 
週５日勤務 (土・日曜日、祝日は除く)  

ただし行事のため土・日・祝日勤務の場合あり 

■勤務時間 08:30～17:15（休憩 12時～13時） 

 ※65歳に到達した翌年度の任用の更新はありません。 

 ※他社との兼業はできません。 


